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水道メーターの盗難被害が発生しました 

 

  

 広瀬町三丁目の賃貸住宅２棟（未入居）において、水道メーターの盗難被害が発生しました。   

１ 発生場所  広瀬町三丁目地内     

２ 個  数  水道メーター（１３ミリメートル） ２個 

３ 被害金額  １，５００円（税込み） 

  内訳（１，０００円×１個、５００円×１個） 

４ 経  過 ・５月１０日（金）に定期検針を実施したが、現地異常なし 

・７月１８日（木）に定期検針を実施した際、水道メーターがなくなっている

ことを確認 

      ・７月２２日（月）お客様センター職員が現地確認したのち水道整備課

へ報告  

                       ・７月２３日（火）水道整備課より前橋東警察署へ連絡し、前橋東警察

署、水 

         道整備課で現地立会いを行い被害届提出 

５ 対  応  水道局ホームページで注意喚起を行う予定 
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